
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

に

係

る

事

項

の

変

更

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

岡

山

県

公

報

令和６年１月２６日 第１２５６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
医
療
機
関 

 
 
 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

変
更
事
項 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
前 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

変
更
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 
 

変
更
年
月
日 

高
梁
市
川
上
診
療
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

高
梁
市
川
上
診
療
所 

 
 

 
 
 

 

高
梁
市
国
民
健
康
保
険
成
羽
病
院
附
属 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

川
上
診
療
所 

令和６年１月２６日　岡山県公報　第１２５６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
六
年
一
月
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
ま
た
、

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

一 

指
定
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 
 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

所 

在 

地 

 

内 

野 

崇 
彦 

 
 

 
 

肢
体
不
自
由 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

社
会
医
療
法
人
緑
壮
会 

金
田
病
院 

 
 

 
 

 

真
庭
市
西
原
六
三
番
地 

太 

田 
 

 

徹 
 

 
 

 

心
臓
、
呼
吸
器 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

医
療
法
人
緑
隆
会 

太
田
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

新
見
市
西
方
四
二
六
番
地 

二 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 
 
 

診 

療 

科 

目 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

所 

在 

地 

 

細 

羽 

俊 

男 
 
 

 
 

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

 

稲 

垣 

登 

稔 
 
 

 
 

肢
体
不
自
由
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

小 

野 

芳 

郎 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

北 

村 

賢 

一 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

木 

村 

秀 

雄 
 

 
 

 

視
覚 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

伊 

達 

宏 

和 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

戸 

田 

耕
太
郎 

 
 
 

 

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

宗 

友 

和 

生 
 

 
 

 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

高 

橋 

武 

代 
 

 
 

 

聴
覚
、
平
衡 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

医
療
法
人
大
智
会 

高
橋
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

 
 

玉
野
市
田
井
四
―
一
―
一
九 
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〔

〕

（

）

、

四
一

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

狩
衣
池
地
区
）

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
（
一
般
）

狩
衣
池
地
区
）
計
画
書

三

縦
覧
の
期
間

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
十
六
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

鏡
野
町
役
場

令和６年１月２６日　岡山県公報　第１２５６８号



〔
四
二
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
備
中
局

建
第
四
〇
七
五
号 

令
和
五
年
九
月
二
十

五
日 

番

号 

指

定

年

月

日 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
字
野
原
二
七
三
〇

番
一
一 

道

路

の

位

置 

四
・
八
二～ 

四
・
九
〇 

道
路
の
幅
員 

(

メ
ー
ト
ル) 

五
七
・
一
〇  

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
ー
ト
ル) 

令和６年１月２６日　岡山県公報　第１２５６８号



〔
四
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
東
阿
曽
字
九
反
ケ
坪
一
九
二
八
―
一
、
一
九
二
八
―
一
六
、
一
九
二
八
―
一
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
五
三
三
―
一
七 

森
下 

尚
幸 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
二
号 
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〔
四
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
久
米
字
八
ノ
坪
三
四
〇
―
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
原
七
三
二
―
八 

松
木 

晴
美 

松
木
美
寿
々 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
六
号 

令和６年１月２６日　岡山県公報　第１２５６８号



〔
四
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
東
阿
曽
字
九
反
ケ
坪
一
九
二
八
―
一
、
一
九
二
八
―
一
六
、
一
九
二
八
―
一
七 

二 

公
共
施
設
の
種
類 

    

水
路 

三 

位
置
及
び
区
域 

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て 

 

閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
五
三
三
―
一
七 

森
下 

尚
幸 

五 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
四
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
二
号 

令和６年１月２６日　岡山県公報　第１２５６８号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
西
部
第
一
支
部

天

野

英

雄

清

水

明

笠
岡
市
笠
岡
一
八
六
三

一

○

令
和
五

・
一
二
・
二
五

―

自
由
民
主
党
岡
山
県
日
鳶
連
支
部

岡

本

啓

志

関

元

治

道

倉
敷
市
帯
高
一
七
一

一
Ｆ

○

〃

〃

―

自
由
民
主
党
岡
山
県
備
前
市
・
和
気
郡
第
二
支
部

正

木

美

恵

小

林

建

夫

備
前
市
新
庄
一
五
〇
二

○

〃

一
二
・
一
八

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

夢
と
笑
顔
の
会

小

寺

弘

晃

小

寺

弘

晃

笠
岡
市
美
の
浜
二
八

三
六

令
和
五

・
一
二
・
一
一

―
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

参
政
党
岡
山
第
１
支
部

栢

菅

聡

会
計
責
任
者
の
氏
名

上

田

誠

本

郷

圭

子

令
和
五

・
一
二
・
一
三

参
政
党
岡
山
第
３
支
部

山

口

真

司

〃

佐
々
木

聖

子

山

本

容

子

〃

一
二
・
一
八

参
政
党
岡
山
第
４
支
部

濵

田

隆

之

代
表
者
の
氏
名

濵

田

隆

之

下

向

裕

〃

〃

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

白

瀧

明

子

藤

原

幸

絵

〃

〃

自
由
民
主
党
岡
山
県
歯
科
医

小
見
山

信

〃

清

水

公

雄

石

井

源

久

〃

七
・
二
八

師
支
部

自
由
民
主
党
笠
岡
支
部

坂

本

亮

平

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
笠
岡
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
支
部
連
合
会
笠
岡
支
部

〃

一
二
・
一
四

〃

〃

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
中
央
町
三
四

一
四

笠
岡
市
神
島
三
六
一
八

九

〃

〃

―

―

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

坂

本

亮

平

伊

藤

文

夫

〃

〃

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

明
る
く
楽
し
い
岡
山
を
つ
く

斎

藤

忠

幸

会
計
責
任
者
の
氏
名

友

光

弘

難

波

修

令
和
五

・
一
二
・
二
七

る
会

生
き
活
き
岡
山

夏

井

勝

将

〃

友

光

弘

吉

次

雄
一
郎

〃

〃

い
ば
ら
ぎ
隆
太
後
援
会

杉

岡

芳

昭

〃

友

光

弘

中

山

龍

徳

〃

〃

太
田
え
い
じ
後
援
会

太

田

栄

司

〃

池

田

憲

昭

市

川

智

弘

〃

一
二
・

一

岡
山
県
歯
科
医
師
連
盟

小
見
山

信

〃

清

水

公

雄

石

井

源

久

〃

七
・
二
八

加
藤
か
つ
の
ぶ
後
援
会

天

野

学

代
表
者
の
氏
名

天

野

学

杉

慎

吾

〃

一
二
・
一
〇

加
藤
た
か
し
後
援
会

池

本

龍

一

会
計
責
任
者
の
氏
名

岸

本

圭

司

西

克

彦

〃

一
二
・

九

新
倉
敷
政
経
研
究
会

中

塚

周

一

〃

小

谷

浩

二

内

田

光

則

〃

一
二
・
一
三

政

友

会

小

野

泰

弘

代
表
者
の
氏
名

小

野

泰

弘

天

野

学

〃

四
・
三
〇

税
理
士
に
よ
る
山
下
た
か
し

馬

場

輝

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
東
区
金
岡
西
町
八
〇
一

一

岡
山
市
北
区
下
石
井
二

八

六

〃

一
二
・

八

―

―

―

後
援
会

〃

〃

代
表
者
の
氏
名

馬

場

輝

横

山

雅

一

〃

〃

チ
ェ
ン
ジ
オ
カ
ヤ
マ

斎

藤

忠

幸

会
計
責
任
者
の
氏
名

友

光

弘

難

波

修

〃

一
二
・
二
七

中
国
電
力
労
働
組
合
政
治
連

市

川

智

弘

代
表
者
の
氏
名

市

川

智

弘

板

茂

雄

〃

一
二
・

一

盟
岡
山
統
括
本
部

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

池

田

憲

昭

市

川

智

弘

〃

〃
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中
塚
周
一
後
援
会

森

本

一

代
表
者
の
氏
名

森

本

一

西

博

〃

一
二
・
一
三

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

小

谷

浩

二

内

田

光

則

〃

〃

東
川
三
郎
後
援
会

東
風
会

東

川

直

子

代
表
者
の
氏
名

東

川

直

子

溝

渕

律

雄

〃

四
・

一

（

）

正
木
み
え
後
援
会

三

村

隆

康

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
新
庄
一
五
〇
二

備
前
市
西
片
上
一
三
〇
三

〃

一
二
・
二
〇

三
村
靖
行
後
援
会

野

村

良

明

会
計
責
任
者
の
氏
名

三

村

睦

子

岡

本

英

広

〃

一
二
・
一
四

山
田
宏
岡
山
県
後
援
会

小
見
山

信

〃

清

水

公

雄

石

井

源

久

〃

七
・
二
八

隆

友

会

伊
原
木

隆

太

〃

友

光

弘

中

山

龍

徳

〃

一
二
・
二
七
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
一
月
二
十
六
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

大

林

裕

一

一

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
岡
山
県
西
部
第
一
支
部

天

野

学

令
和
五

・
一
二
・
二
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

地
域
の
底
力
・
岡
山

黒

田

晋

令
和
五

・
一
二
・
二
八

は
ま
秋
太
郎
後
援
会

白

石

千
登
勢

〃

一
二
・

五
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